
福島復興再生特別措置法に基づく
課税の特例について

（地域復興実用化開発等促進事業費補助金
に係るR7事務処理説明会）

令和7年6月25日
福島県企画調整部

福島イノベーション・コースト構想推進課



風評税制【R3新設】
（特定事業活動振興計画）

イノベ税制【R3新設】
（新産業創出等推進事業促進計画）

企業立地促進税制
（企業立地促進計画）

対象地域

県内全域 浜通り地域等15市町村のうち
新産業創出等推進事業促進区域※

※ 新産業創出等推進事業の実施の促進が、
産業集積の形成及び活性化を図る上で特に
有効であると認められる区域

避難解除区域
認定特定復興再生拠点区域

対象業種
農林水産業
観光関連産業

イノベ構想重点６分野の取組に資す
る製造業等

製造業、建設業、農林水産業、医
療・福祉、宿泊業・飲食サービス業、
エネルギー関連産業など幅広い業種

機械等の特別償却（税額控除）
・機械装置 即時（15％）
・建物等 25％（ 8％）
・器具備品 即時（15％）

機械等の特別償却（税額控除）
・機械装置 即時（15％）
・建物等 25％（ 8％）
・器具備品 即時（15％）

機械等の特別償却（税額控除）
・機械装置 即時（15％）
・建物等 25％（ 8％）

雇用特例
・税額控除 10％

雇用特例
・税額控除 15％

雇用特例
・税額控除 20％

－ 開発研究用資産に係る特別償却等 －

事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除

措置期限 ５年間（～2025年度末） ５年間（～2025年度末） 避難指示解除後７年間

お問合せ先 福島県 企画調整部 風評・風化戦略室
℡ 024-521-1129
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1070.html

福島県 企画調整部 福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･
ｺｰｽﾄ構想推進課 ℡024-521-7853
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015e/innov-zeisei.html

福島復興再生特別措置法に基づく課税の特例について

小
高
区

福島県 企画調整部 企画調整課
℡ 024-521-7129
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1065.html

地方税

国税

主な
特例

措置の
内容
及び

措置率
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課税の特例のイメージ（国税） 2



課税の特例のイメージ（地方税） 3



福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置【イノベ税制】４



イノベ税制 対象事業のイメージ

○ イノベ構想の実現を通じた自立的・持続的な産業発展を目指し、重点６分野（廃炉、ロボット・ドローン、
エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連､航空宇宙）に関連する業種が対象。

○ 認定計画に基づき建物･機械等の取得や避難対象者等を雇用した場合などに課税の特例を受けることができる。

対象となる事業イメージ

【廃炉】

【エネルギー･環境･リサイクル】

【医療関連】

【ロボット･ドローン】

【農林水産業】

【航空宇宙】

・ 廃炉作業に資する遠隔操作ロボットの開発や高濃度放射線
環境下でも測定可能な機器等の開発

・ ハウス内外の環境（温湿度、日射量、風速、二酸化炭素濃度
等）を各種センサーで自動測定するシステムを活用した農業

・ 空飛ぶクルマの開発・製造に必要となるこれまでにない新た
な機能や特徴を有する部品等の製造

・ 軽量で耐久性のある素材や超精密な部品等、ロボット・ド
ローンに関連したこれまでにない新たな部品等の開発

・ 再生可能エネルギーの導入拡大に向けた太陽光発電設備や
風力発電設備のメンテナンス技術の開発

・ 介護現場での職員の負担を軽減することに資する介護支援ロ
ボット等の開発

※ 記載事業は一例です。記載事業以外でも数多くの事業が対象となりますので、まずはご相談下さい。

問い合わせ先：福島県企画調整部福島イノベーション・コースト構想推進課
TEL：024-521-7853 E-mail：fukushima_innov@pref.fukushima.lg.jp
URL：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015e/innov-zeisei.html
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イノベ税制の活用事業イメージ

● イノベ構想の実現を通じた自立的・持続的な産業発展を目指し、重点６分野（廃炉、ロボット・ドローン、
エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙）に関連する業種が対象。

● 認定計画に基づき建物･機械等の取得や避難対象者等を雇用した場合などに課税の特例を受けることができる。

問い合わせ先：福島県企画調整部福島イノベーション・コースト構想推進課
TEL：024-521-7853 E-mail：fukushima_innov@pref.fukushima.lg.jp
URL：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015e/innov-zeisei.html

四足型歩行ロボットによる計
測サービス事業（いわき市）

航空機の射出座席の整備事業
（田村市）

株式会社東北エンタープライズ

藤倉航装株式会社株式会社ARCALIS

●mRNA医薬品に関する最新鋭の
製造および品質管理技術を導入。

●整備事業を行う工場を建設し、
射出座席の維持整備を行う。

▶ 認定事業の例

ロボット・ドローン 医療関連 航空・宇宙

●廃炉作業に従事する企業に対し、
四足型歩行遠隔操作ロボットに
顧客の要望に応じた計測機器を搭載。

●線量や３次元点群データなどを
合成した測定データなどを提供。

メッセンジャーRNA医薬品の
受託開発製造事業（南相馬市）

●DXの取り組みとして、
製造業の省人力化にも寄与。

●日本から世界の製薬企業向けに
ビジネスを拡大する拠点として
南相馬市に工場を建設。

●パイロットの負傷率の低減など
安全性を高めることを図る。

このほか、幅広い事業が対象となります。まずはお気軽にご相談ください。
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イノベ税制 利用者の声

問い合わせ先：福島県企画調整部福島イノベーション・コースト構想推進課
TEL：024-521-7853 E-mail：fukushima_innov@pref.fukushima.lg.jp
URL：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015e/innov-zeisei.html

▶ イノベ地域で事業を開始した経緯 ▶ イノベ税制を活用したきっかけ

▶ イノベ税制の効果 ▶ イノベ税制を活用した感想

●元々イノベ地域内に事業所があり、その事業所が手狭に
なったことから、近隣に新しくできた工業団地に
新事業所を建てることになりました。

●コロナのパンデミックを受け、海外からの医薬品に
頼らざる得ない状況を鑑み、国産メッセンジャーRNAの
製造場所を探していました。
東日本大震災の被災地の復興を推進する事業への共感、
そして補助金も受けられるということもあり、
福島県に工場建設を決定しました。

●新たな事業として、航空自衛隊航空機が装備している
射出座席の維持整備事業を行うこととなり、工場建設の
過程で、地元自治体の職員の方からイノベ税制の紹介を
受けました。

●地域復興実用化開発等促進事業に採択された際に、
実用化を促進する様々なサポート事業を紹介して頂き、
イノベ税制がその中でも特に必要としていた制度と思い、
利用させて頂きました。

●当社の大きい投資に対し、補助金の活用はもちろんですが、
イノベ税制の５年間の継続的な税額控除や即時償却等は、
企業活動にとって非常に効果的でした。

●税制優遇は、キャッシュフローを改善する効果があります。
そのため、我々のような資金力に乏しい中小企業にとって、
設備投資を進めるうえで大きな後押しになります。

●申請手続きに当たっては、地方振興局企画商工部の
担当者をはじめとする関係各位に丁寧に対応して
いただいたため、特に苦労はありませんでした。

●事業を実施するなかで、研究開発から実用化を進め、
さらに大規模な事業化まで進めるためには
イノベ税制は必要不可欠な制度だと感じました。

●新工場建設における不動産取得税や固定資産税の課税免除
などを受けました。
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イノベ税制 申請手順とＱ＆Ａ 8



事業再開、企業立地促進に係る税の優遇措置【企業立地促進税制】 9



企業立地促進税制の主な活用事例

ビジネスホテルＡＲＭ双葉（双葉町）

株式会社アグリ鶴谷(南相馬市)

海鮮和食処くろさか（浪江町）

○ 避難地域における経済の活性化、安定した雇用に向け、幅広い業種が対象。
○ これまでに572の個人事業主や法人の事業計画を認定。(R6.3.31時点)
○ 認定計画に基づき建物・機械等の取得や避難対象者を雇用した場合などに課税の特例を受けることができる。

主な認定事業の例

・ 復興工事関係者やビジネス出張者・観光客等が利用
するホテルを新たに開店、営業

【飲食サービス業】 【宿泊業】

【製造業・販売業】 【農林水産業】

問い合わせ先：福島県企画調整部企画調整課 TEL:024-521-7129
E-mail：tokusohou@pref.fukushima.lg.jp
URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1065.html

富岡生コン株式会社（富岡町）

・ 住民が日常生活で利用する飲食店や理髪店などを
新たに開店、営業

・ 営農再開による農業の復興のため、地元住民等の雇用
機会を確保、農業担い手を育成

・ コンクリートの製品及び建設資材の製造・搬入
のための設備を新設。
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企業立地促進税制 申請手順とＱ＆Ａ 11



１

事業実施地 南相馬市原町区
本社所在地 南相馬市原町区
業種 耕種農業
従業員数 ６名
認定日 令和３年１月29日

【株式会社アグリ鶴谷】

【被災地で事業を開始した経緯】

• 原子力発電所から20km圏内にあり、農地は荒れ放題でした。地区で圃場整備を行う
ことがきまり、その担い手として法人化を図り事業を開始しました。

【企業立地促進税制を活用したきっかけ】

• 乾燥施設を建てた際、地方振興局県税部から、企業立地促進税制と窓口（地方振興
局企画商工部）を紹介していただき、節税になると思い活用しました。

【企業立地促進税制活用の効果】

• 税制を活用したことで、当初計画にはなかった、洗車場を設置する等の資金に回す
ことができました。

【その他、企業立地促進税制を活用した感想】

• 申請手続きに当たっては、地方振興局企画商工部の担当者が丁寧に対応してくれた
こともあり、難しいことはありませんでした。

企業立地促進税制 利用者の声

活用した優遇措置：不動産取得税・固定資産税の免除（地方税）

事業実施地 双葉郡双葉町
本社所在地 相馬市
業種 建設業
従業員数 57名
認定日 令和４年６月23日

【アイワビルド株式会社】

【被災地で事業を開始した経緯】

• 官公庁主催の企業立地セミナーで双葉町に中野産業団地が出来ることを知り、相馬市
の震災復興関連工事で培ったノウハウが役に立てるのではないかと感じました。

• 町長の復興に対する熱い想いに心を打たれ、双葉町への進出を決めました。

【企業立地促進税制を活用したきっかけ】

• 地方振興局県税部に不動産取得税の納税について相談をしたところ、本税制を紹介し
てもらい、活用してみることにしました。

【企業立地促進税制活用の効果】

• 法人事業税や不動産取得税、固定資産税の免除、設備投資に係る特別償却を受けるこ
とができ、事業開始にあたり大変助りました。必ず活用すべき制度だと思います。

【その他、企業立地促進税制を活用した感想】

• 申請手続きは地方振興局企画商工部にサポートして頂き、大変スムーズに進みました。

活用した優遇措置：法人事業税・不動産取得税・固定資産税の免除（地方税）
設備投資等に係る特別償却（国税）
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１企業立地促進税制 利用者の声

事業実施地 双葉郡楢葉町
本社所在地 東京都大田区
業種 自動車・同附属品製造業
従業員数 61名
認定日 令和２年４月28日

【矢野口自工株式会社】 活用した優遇措置：不動産取得税・固定資産税の免除（地方税）
設備投資等に係る特別償却（国税）

【被災地で事業を開始した経緯】

• 震災後、除染作業について、大手ゼネコンから作業効率の高い除染方法の検討を依
頼されました。既に取引先のドイツ・LADOG社に相談した処、“高圧洗浄車”を紹介
され、早速輸入しました。結果として、除染性能、作業効率共に優れており、多く
の道路除染作業を請負うところとなり、環境省はじめ大手ゼネコンから高い評価を
頂きました。一方、本社工場が手狭だった為、かねてより新工場建設を模索してお
りました。浜通り地区にご縁ができたことより、楢葉町に新工場を開設しました。

【企業立地促進税制を活用したきっかけ】

• 町の担当者から、税制を含めた様々な支援メニューを教えていただきました。

【企業立地促進税制活用の効果】

• 不動産取得税、固定資産税の免除などを受け、非常に助かりました。税制の活用に
より、当初計画になかった倉庫を建設する資金に充当することができました。

事業実施地 双葉郡楢葉町
本社所在地 東京都台東区
業種 ガラス・同製品製造業
従業員数 109名(会社全体209名)
認定日 令和元年12月５日

【株式会社エヌビーエス】 活用した優遇措置：固定資産税の免除（地方税）

【被災地で事業を開始した経緯】

• 元々は他県に工場立地を予定していましたが、国の方から「補助金等もあるので福
島でどうか」という提案を受け、福島県へ立地することを決めました。

【企業立地促進税制を活用したきっかけ】

• 楢葉町への立地を決定した後、町と相談していく中で、活用可能なメニューをリス
ト化してもらったことで税制も知り、活用することになりました。

【企業立地促進税制活用の効果】

• 免除された分を他の施設や設備に投資することができたことで、他県で検討してい
たよりも施設の規模が大きくなり、国内最大級の加工施設とすることができました。

• ９ｍのガラスを自動で運べるコンベアなど、国内最大級の設備も導入できました。

【その他、企業立地促進税制を活用した感想】

• 申請手続きに当たっては、町の担当者が丁寧にサポートしてくれました。
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１企業立地促進税制 利用者の声

事業実施地 双葉郡富岡町
本社所在地 岐阜県可児市
業種 金属製品製造業
従業員数 52名

(内、富岡事業所16名)
認定日 令和３年３月15日

【株式会社片山製作所】 活用した優遇措置：不動産取得税・固定資産税の免除（地方税）

【被災地で事業を開始した経緯】

• 新規事業の立ち上げに伴い、新たな事業所の設立が必要となりました。
• 企業立地のセミナー等に参加する中で、福島県の避難地域においては補助金等の支

援が充実していることを知りました。このことに加え、町から熱心に説明・勧誘し
ていただいたことが、富岡町への立地の決め手になりました。

【企業立地促進税制を活用したきっかけ】

• 富岡町の産業団地のパンフレットに支援策の一つとして掲載されていたものを見て、
企業立地促進税制を知りました。

• 資金面でメリットが大きいと感じ、活用することにしました。

【企業立地促進税制活用の効果】

• 製造業の工場は規模・価値が大きく、導入設備も多いので、固定資産税等の負担も
その分大きいです。

• そのため、税制の活用により不動産取得税、固定資産税が免除されるメリットは非
常に大きく、大変ありがたいです。

事業実施地 双葉郡浪江町
本社所在地 福島市
業種 卸売業、小売業
従業員数 ２名（法人全体23名）
認定日 令和６年２月14日

【有限会社いずみ調剤】

【被災地で事業を開始した経緯】

• 福島薬局ゼロ解消ラウンドテーブルに参加し、相双地域が抱える課題を知るととも
に、登壇した自治体の方の地域を立て直そうとする熱意に惹かれ出店を検討しまし
た。その後、浪江町健康福祉課から薬局の必要性を強く話していただきました。

• 相双地域は他の地域とは異なり、ゼロから積み上げていく将来性があり、ビジネス
としてチャンスであると感じました。

【企業立地促進税制を活用したきっかけ】

• 地方振興局企画商工部の担当者から税制を紹介してもらい、活用しました。

【企業立地促進税制活用の効果】

• 固定資産税の免除を受けることができて、経営面から非常に助かっています。

【その他、企業立地促進税制を活用した感想】

• 早い時期に税制を知ることができて良かった。知らなかったと思うと怖いです。

活用した優遇措置：固定資産税の免除（地方税）
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１企業立地促進税制 利用者の声

事業実施地 双葉郡大熊町
所在地 双葉郡大熊町
業種 廃棄物処理業

従業員数 40名
認定日 令和２年11月５日

【株式会社相双スマートエコカンパニー】

【被災地で事業を開始した経緯】

• 特定復興再生拠点区域の整備に伴い発生する不燃性廃棄物の再資源化等を行うため、
国や自治体の支援を受けて会社を設立。事業地を探していたところ、大熊町からお
声がけいただき、立地を決定しました。

【企業立地促進税制を活用したきっかけ】

• 大熊町への立地を決定し、町と協議をしていく中で税制を知り、地方振興局企画商
工部に相談、制度の内容・申請方法など確認しながら活用に至りました。

【企業立地促進税制活用の効果】

• 操業が順調に推移していることもあり、活用効果が大きく、新たな設備投資（倉庫
建設）の資金に回すことができました。

【その他、企業立地促進税制を活用した感想】

• 申請手続きに当たっては、地方振興局企画商工部の担当者に丁寧に対応していただ
いたため、特に苦労はありませんでした。

活用した優遇措置：不動産取得税・固定資産税の免除（地方税）
設備投資等に係る特別償却（国税） など

【株式会社ますや】

【被災地で事業を開始した経緯】

• 震災前、富岡町内で金物屋を営んでいました。
• 震災後、避難生活を送る中で、富岡町で何か事業ができないかと考えていたところ、

コインランドリーを展開する事業者と知り合う機会があり、そのノウハウを使い、
新たにコインランドリー事業を展開することにしました。

【企業立地促進税制を活用したきっかけ】

• 補助金を申請する際、商工会から教えてもらい、活用しました。

【企業立地促進税制活用の効果】

• 不動産取得税、固定資産税の免除を受けることができて非常に助かっています。
• 税制の活用により、追加の投資をすることができました。

【その他、企業立地促進税制を活用した感想】

• 申請書類の大部分を商工会に作成していただいたため、苦労はありませんでした。
• 他の方々にも是非活用していただきたいと思う制度です。

活用した優遇措置：不動産取得税・固定資産税の免除（地方税）

事業実施地 双葉郡富岡町
所在地 双葉郡富岡町
業種 洗濯業
認定日 令和３年７月９日
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特定事業活動に係る税の優遇措置【風評税制】 16



指定実績：１７件（農林水産関連産業：１３件、観光関連産業：４件） ※令和７年２月２０日現在

風評税制の主な活用事例

【指定事例１】法人 卸売業
○震災後減少してしまった販路を回復し、新たに首都圏等への販路開拓するためにどうしたらよいか？
○米穀低温流通倉庫を新設して、在庫保管を可能にし、
品質の高い県産米の安定した供給体制を整備しよう！ 【設備投資】

【指定事例２】個人事業者 漁業
○本格操業開始！「常磐もの」の復活には、多くの漁獲量と高い鮮度が不可欠！
○新しい船や漁労機械などを導入しよう！※船は設備投資特例の対象外
○船や漁労機械を操作する人たちを雇用しよう！【被災者雇用】

【指定事例３】法人 宿泊業
○震災後減少してしまった観光客。
より多くの人々に宿泊施設を利用してもらうためにどうしたらよいか？

○宿泊施設を新築・増築して、
障がい者や高齢者のためにバリアフリー化
外国人向けに施設内の案内を多言語化
キャッシュレス決済を導入しよう！【設備投資】

観光関連産業

農林水産関連産業

問い合わせ先：福島県企画調整部風評・風化戦略室 TEL:024-521-1129
E-mail：fuhyosenryaku@pref.fukushima.lg.jp
URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1070.html
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風評税制 申請手順とＱ＆Ａ 18



イノベ倶楽部のご案内 19



19

ご清聴ありがとうございました。

▶ イノベ税制はこちらから ▶ 福島イノベ倶楽部はこちらから


